
教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について 

 
川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第１項の規定に基づき、教育長が臨時代理した事項について、同条第２項の

規定に基づき、次のとおり報告します。 

 

１ 臨時代理した事項 

（１）件名 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づく意見聴取について 

（２）内容 

令和６年第１回市議会定例会に提出を予定する次の議案のうち、教育に関する事務の部分について、異議のない旨の意見を提出した。 

・議案第 ３ 号 川崎市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 
・議案第２４号 川崎市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
・議案第２６号 労働会館改修工事請負契約の締結について 

  ・議案第２７号 労働会館改修電気設備工事請負契約の締結について 
  ・議案第２８号 労働会館改修空気調和設備その他工事請負契約の締結について 
  ・議案第３３号 川崎市立小中学校空調設備更新整備等事業の契約の締結について 
  ・議案第３４号 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業の契約の変更について 
  ・議案第３５号 （仮称）川崎市中部学校給食センター整備等事業の契約の変更について 
  ・議案第３６号 （仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業の契約の変更について 
  ・議案第３７号 訴訟上の和解について 
  ・議案第３８号 令和６年度川崎市一般会計予算 
 ・議案第５８号 令和５年度川崎市一般会計補正予算 

 

２ 臨時代理を行った日 

令和６年１月２６日 
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３ 臨時代理を行った理由 

本日（令和６年２月６日）開催の教育委員会定例会以前に、令和６年第１回市議会定例会に提出を予定する議案のうち、教育に関する事務

の部分について、意見を提出する必要があるため 

 

（参考）川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和４１年川崎市教育委員会規則 第１２号） 

（教育長の臨時代理） 

第３条 教育長は、緊急やむを得ない事情があるときは、前条各号に規定する事務について、臨時にこれを代理することができる。 

２ 教育長は、前項の規定により、臨時に事務を代理したときは、直近の委員会会議に報告し、その承認を受けなければならない。 
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５川教庶第１２８９号 

令和６年１月２６日 

 

川 崎 市 長 様 

教 育 長 

 

令和６年第１回市議会定例会提出予定議案に係る教育委員会の意見聴取に 

ついて（回答） 

 

 令和６年１月１６日付け５川総庶第１３４７号にて依頼のありました標記の件につきま

して、次の議案に係る教育に関する事務の部分について、異議はございません。 

 

＜令和６年第１回市議会定例会提出予定議案のうち、教育に関する事務の部分＞ 

議案第 ３ 号 川崎市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第２４号 川崎市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第２６号 労働会館改修工事請負契約の締結について 

議案第２７号 労働会館改修電気設備工事請負契約の締結について 

議案第２８号 労働会館改修空気調和設備その他工事請負契約の締結について 

議案第３３号 川崎市立小中学校空調設備更新整備等事業の契約の締結について 

議案第３４号 （仮称）川崎市南部学校給食センター整備等事業の契約の変更について 

議案第３５号 （仮称）川崎市中部学校給食センター整備等事業の契約の変更について 

議案第３６号 （仮称）川崎市北部学校給食センター整備等事業の契約の変更について 

議案第３７号 訴訟上の和解について 

議案第３８号 令和６年度川崎市一般会計予算 

議案第５８号 令和５年度川崎市一般会計補正予算 

 

（教育委員会事務局総務部庶務課担当） 

電話２００－３２６０ 

内線５０１０１ 
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５川総庶第１３４７号  
令和６年１月１６日  

 
教 育 長  様 

 
川 崎 市 長  

 
 

令和６年市議会定例会提出議案に係る教育委員会の意見聴取について 
（依頼） 

 
 
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の

規定に基づき、令和６年に開催される市議会定例会及び臨時会に提出を予定する各議案

について、教育に関する事務の部分における貴委員会の意見を求めます。 
 
 
 
（参考） 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）（抄） 

 （教育委員会の意見聴取） 

第２９条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その

他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成す

る場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総務企画局総務部庶務課担当）  

電話２００‐２０４６  

内線２１３１１  
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